
広告掲載者適格者の要件 

 

【立川市広告掲載規則第４条（抜粋）】 

 

（広告掲載不適格者） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、広告掲載者となることができない。 

(１) 市長が指定する国税及び地方税を滞納している者 

(２) 立川市競争入札等参加停止基準（平成８年７月１日市長決定）に基づく参加停止措置を

受けている者 

(３) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条

に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者 

(４) 貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）第２条に規定する貸金業を営む者 

(５) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続又は会社更生法（平成 14年法律

第 154 号）による更生手続を受けている者 

(６) 社会問題を起こしている者 

(７) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）に規定する

暴力団その他反社会的な団体（以下「暴力団等」という。）に関する者 

(８) 前各号に掲げるもののほか、不適切であると認めた者 

 


